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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物を支持するコンクリート基礎杭の杭頭部と構造物下部との接合方法であって、
杭主筋を杭頭レベルから一定の深さまで下げて配筋し、コンクリートを打設して基礎杭を
構築する工程と、
　前記基礎杭の杭頭部上方の余盛りを杭頭レベルまで除去し、杭頭部に中央コア部を残し
、その外周に環状の段差部を形成する工程と、
　前記杭頭部の段差部へ低剛性・高変形性コンクリートを打設して、同高変形性コンクリ
ートの上面が前記中央コア部の上面と水平又は上方レベルとなるように処理する工程と、
　前記処理した杭頭部の上面に構造物の基礎梁、基礎スラブ、フーチング、柱などの基礎
を当接状態で軸力を支持可能に構築する工程と、
から成ることを特徴とする、コンクリート杭の接合方法。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コンクリート杭の杭頭を構造物の下部と接合する方法の技術分野に属し、
更に云うと、大地震時の曲げモーメントを確実に低減するコンクリート杭の接合方法に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
　コンクリート杭の杭頭部と基礎梁、基礎スラブ又はフーチング等の構造物の下部との接
合には、地震時に杭のせん断破壊を防止する様々な方法が実施されている。例えば図５に
示すように、杭頭部の主筋を基礎スラブや基礎梁に定着させ、曲げ剛性を地震時に発生す
る杭頭部の曲げ応力以上に増加することで杭の損傷を防ぐ方法がある。また図６に示すよ
うに杭頭部の径を細くし、曲げ剛性を低減させて地震時の曲げ応力の発生を抑えることで
杭の損傷を防ぐ方法がある。
【０００３】
　ところで下記の特許文献には摩擦力により地震時における剪断力を伝達して、杭の損傷
を防止する接合方法が開示されて公知である。
　特許文献１には、杭頭部と構造物の下部とが縁切りされ、同杭頭部から軸方向主鉄筋を
突出させず又は軸方向主鉄筋により曲げ応力を基礎梁等に伝達させないように突出させて
、摩擦力を介して剪断力を伝達させる当接状態で接合する方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２～４には、地震時に構造物に発生する曲げモーメントを低減して杭の
損傷を防止する方法として、杭頭部と構造物の下部との間にゴムキャップで成る弾性体、
又は衝撃吸収材と上下方向の復元部材を介在させること、更には杭頭部をゴムチップ入り
コンクリート柱で構成する方法が開示されて公知である。
【０００５】
【特許文献１】特許第３６６３１４号公報
【特許文献２】特開昭６２－１５６４２９号公報
【特許文献３】特許第３６７７７０２号公報
【特許文献４】特開平１０－１８３６１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図５に示した方法は、大振動が生じると杭頭に発生する曲げモーメントも比例して大き
くなるため、杭の損傷を防止するためには杭の耐力増加を行う必要がある。その方法とし
て杭径を太くすること、主筋を増加させることや鋼管補強をすることが行われる。また基
礎梁、基礎スラブ等の構造物の下部の耐力増加を図るため、せいや主筋量を増加すること
も必要である。したがって、杭頭部にはスラブ筋や柱筋、基礎梁筋等の主筋が混雑し配筋
作業が非常に面倒となりコストも嵩む。更に、大地震時には杭頭の外周辺部が損傷して杭
体に亀裂等を生じ杭全体の耐力を損なう問題がある。
【０００７】
　図６に示した方法は、杭頭部の径を細くすることで、杭頭部の水平剛性を小さくして水
平変形を大きくすることで杭の損傷を防止する点は認められる。しかし、杭頭部の径を細
くするが故に、常時の応力が大きくなり上述した面倒な杭の耐力増加を行う必要がある。
【０００８】
　上記特許文献１に記載された技術は、構造物の下部と杭頭部とを縁切りし、杭頭部から
曲げ応力を基礎梁等に伝達させない構成として、摩擦力を介して剪断力を伝達させている
点は認められる。しかし、大地震時には杭頭の外周辺部に集中する大きな曲げモーメント
は低減できないものであり、頭部の外周付近が圧壊して基礎杭の健全性を確保できない。
また、杭頭部の上面から軸方向の主鉄筋を突出させない又は突出させる構成とされている
ため、杭構築時に行う余盛りコンクリートのはつり作業が至難で施工性が悪い。
【０００９】
　特許文献２及び特許文献３は、杭頭部の上面に弾性体又は衝撃吸収材を設けて曲げモー
メントを低減している。しかし、これらには常時上部構造物の軸力による圧縮変形が生じ
ている。また、構造物の基礎杭は多数配置されており各基礎杭にかかる軸力もそれぞれで
ある。したがって、各基礎杭の杭頭へ設置される弾性体又は衝撃吸収材の圧縮変形にも沈
下差が生じて構造物全体に影響を及ぼす。のみならずこれらの技術は大地震時の水平力に
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よる弾性体のせん断耐力を考慮していない。
【００１０】
　また特許文献４においては、構造物の軸力によってゴムチップ入りコンクリート柱の外
周辺付近で応力が集中しひずみ大となっている。そのため大地震時には前記外周辺付近が
損傷し構造物全体に多大なる悪影響をもたらしてしまう。
【００１１】
　要するに、上記従来技術の何れも、大地震時に発生する大きな曲げモーメントを低減さ
せつつ杭の健全性も十分に確保し、施工性の良い杭を接合する方法は未だ無かった。
【００１２】
　本発明の目的は、杭頭部を中央コア部と段差部に打設された低剛性・高変形性コンクリ
ート部とから構成して、大地震時の曲げモーメントを確実に低減させ、且つ杭の健全性を
確保でき、施工性に優れたコンクリート杭の接合方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した従来技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係る
コンクリート杭の接合方法は、
　構造物を支持するコンクリート基礎杭の杭頭部と構造物下部との接合方法であって、
杭主筋を杭頭レベルから一定の深さまで下げて配筋し、コンクリートを打設して基礎杭を
構築する工程と、
　前記基礎杭の杭頭部上方の余盛りを杭頭レベルまで除去し、杭頭部に中央コア部を残し
、その外周に環状の段差部を形成する工程と、
　前記杭頭部の段差部へ低剛性・高変形性コンクリートを打設して、同高変形性コンクリ
ートの上面が前記中央コア部の上面と水平又は上方レベルとなるように処理する工程と、
　前記処理した杭頭部の上面に構造物の基礎梁、基礎スラブ、フーチング、柱などの基礎
を当接状態で軸力を支持可能に構築する工程と、
から成ることを特徴とする。
　
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るコンクリート杭の接合方法は、以下のような効果を奏する。
１）杭頭部を高強度コンクリートで成る中央コア部と段差部に打設された低剛性・高変形
性コンクリートとから構成したので、中央コア部が構造物の上載荷重を支持し、低剛性・
高変形性コンクリートが大地震時に特に杭の外周辺部に集中する曲げモーメントを十分に
低減し、万が一想定を越える巨大地震が生じても同低剛性・高変形性コンクリートが先に
破壊するため、コンクリートで成る中央コア部の損傷を防止してコンクリート基礎杭全体
の健全性を保持すると共に、構造物の倒壊を防止できる。
２）杭主筋を杭頭から一定の深さまで下げて配筋するので、コンクリート杭を構築する際
のはつり作業を簡便にし施工性を向上できる。
　
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
 　本発明は、構造物を支持する基礎杭１の杭頭部２と構造物下部との接合方法である。 
 杭主筋３を杭頭レベルＨ１から一定の深さＨ２まで下げて配筋し、コンクリート４を打
設する。
　前記基礎杭１の杭頭部２上方の余盛りを杭頭レベルＨ１まで除去し、杭頭部２に中央コ
ア部２０を残し、その外周に環状の段差部２１を形成する。
　前記杭頭部２の段差部２１へ低剛性・高変形性コンクリート５を打設して、杭頭部２の
上面を水平にする。
　前記杭頭部２の上面に構造物の基礎梁、基礎スラブ、柱、地下壁等の基礎６と軸力を支
持可能に構築する。



(4) JP 4675226 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【実施例１】
【００１８】
 　以下、本発明に係るコンクリート杭の接合方法を、図面に基づいて説明する。
　先ず、図１に示すように、基礎地盤Ｇを掘削機等で所定の深さまで掘削し、杭孔（図示
省略）を設ける。そして、前記杭孔へ杭主筋３を、杭頭レベルＨ１より下の一定の深さＨ
２まで下げて配筋する。上記のように杭主筋３を配筋した後、同杭孔へコンクリート４を
打設して基礎杭１を築造する。コンクリート打設は上層に浮固する不純コンクリートを後
にはつるため余盛（一点斜線部）りコンクリートを打つこととする。
【００１９】
　次に、図２に示すように、基礎梁、基礎スラブ、フーチング、柱、地下壁等の構造物の
基礎６を構築する深さ地盤まで（図示ではＨ１）掘削し、床付け工事をした後に、前記余
盛りコンクリート（点線部）をはつる。このはつり作業によって、前記余盛りコンクリー
トを杭頭レベルＨ１まで除去する際、杭頭部２に中央コア部２０を残し、その外周を一定
の深さＨ３まで環状にはつることで段差部２１を形成する。この深さＨ３は後述する低剛
性・高変形性コンクリート５により大地震時に発生する曲げモーメントを十分に低減でき
る深さに設計されている。当然ながら、上述した杭主筋３（Ｈ２）より上方となるように
構成されている。また、中央コア部２０の外径は、上載荷重を支持可能な大きさとされて
いる。
　
【００２０】
　そして、図３Ａ、図３Ｂに示すように、上記の方法により設けた前記段差部２１へ低剛
性・高変形性コンクリート５を打設する。前記低剛性・高変形性コンクリート５とは例え
ば低剛性コンクリートとしては軽量骨材やゴムチップ、並びに空隙や骨材を入れないモル
タルであり、高変形性コンクリートとしては繊維補強コンクリートである。これらは構造
物の大きさや地盤の状況により適切に選択される。
　
【００２１】
　しかる後に、前記段差部２１へ打設された低剛性・高変形性コンクリート５の上面を中
央コア部２０と水平となるように処理し杭頭部２の上面を平坦にする。このことにより、
後に構築される構造物の基礎６と当接される面積を十分に確保できるので、軸力をしっか
りと支持するほか摩擦力による剪断力伝達をも期待できる。勿論、ゴム系の低剛性コンク
リート５である場合、若干の杭頭レベルＨ１より若干上方まで設けることも好適に実施さ
れる。
【００２２】
　上記の方法により複数構築した基礎杭１…の上面へ、図４に示したようにフーチング、
基礎スラブ、基礎梁、柱、地下壁等の構造物の基礎６を軸力を支持可能な半剛接合として
順次構築する。したがって、前記構造物の下部６及び基礎杭１は鉄筋を最小限に抑えるこ
とができるのでコストを低減させ、作業効率も向上できる。
【００２３】
　本発明は上記のような方法で基礎杭１を構築するので、上載荷重（長期鉛直力）を中央
コア部２０でしっかりと支持し、大地震による巨大地震時においては、応力集中する杭頭
部２の外周位置に打設された低剛性・高変形性コンクリート５が曲げモーメントを確実に
低減させる。万が一圧壊をもたらす曲げモーメントが働いたとしても、前記段差部２１の
低剛性・高変形性コンクリート５が先に破壊するため、中央コア部２０及び高強度コンク
リート４で成る基礎杭１に亀裂等の損傷が起きることを未然に防止して杭の健全性を確保
し、もっては構造物の倒壊等も防止できる。
【００２４】
　以上に実施形態を図面に基づいて説明したが、本発明は、図示例の実施形態の限りでは
なく、その技術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更、応用の
バリエーションの範囲を含むことを念のために付言する。例えば、中央コア部２０と構造
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物の下部６とを所定の長さとした鉄筋で接合して曲げモーメントを低減させることも考え
られる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係るコンクリート杭の接合方法において、基礎杭を構築する段階を示す
立面図である。
【図２】本発明に係るコンクリート杭の接合方法において、中央コア部と段差部を形成し
た段階を示した立面図である。
【図３】Ａ、Ｂは本発明に係るコンクリート杭の接合方法において、段差部へ低剛性・高
変形性コンクリートを打設した段階を示した図である。
【図４】本発明に係るコンクリート杭の接合方法において、杭基礎の上面へ構造物の下部
を構築した段階を示した立面図である。
【図５】従来例を示す参考図である。
【図６】他の従来例を示す参考図である。
【符号の説明】
【００２６】
１　　　　　基礎杭
２　　　　　杭頭
２０　　　　中央コア部
２１　　　　段差部
３　　　　　杭主筋
４　　　　　コンクリート　　　　　
５　　　　　低剛性・高変形性コンクリート

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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